








１１　　総総務務委委員員会会

　　１）　各委員会連絡・調整

役員会開催準備、学内各種行事への対応について役員に対し日程連絡

並びに学内幹事様との打合せ・調整を実施いたしました。

　　２）　令和５年度　　計１０回の役員会を開催いたしました。　

　　３）　建築学科講演、学内活動への支援と、役員の同窓会活動への支援協力をいたしました。

　　４）　学位記授与式に祝金を供出させて頂き学科支援を図りました。

２２　　財財政政委委員員会会

令和５年 4 月 4 日　　　１年生オリエンテーションにて会費振込依頼
　　　プライバシーポリシーによる学生に名簿作成を依頼

10 月 3 日　　　令和４年度卒業生へ会費振込依頼発送　   ５６通
10 月 3 日　　　4年生・保護者様へ会費振込依頼発送　 １００通
10 月 5 日　　　3年生・保護者様へ会費振込依頼発送　 １００通
10 月 5 日　　　2年生・保護者様へ会費振込依頼発送　　　 　９９通
10 月 5 日　　　1年生・保護者様へ会費振込依頼発送 １２４通
12 月25 日　　　4年生・保護者様へ会費振込依頼発送 　９４通
12 月25 日 　　 1年生・保護者様へ会費振込依頼発送 １１２通

令和６年 1 月19 日　　　2年生・保護者様へ会費振込依頼発送　　　 　９５通
1 月22 日　　　3年生・保護者様へ会費振込依頼発送　　　 　９７通
2 月12 日　　　会員・新会員へ会費振込依頼発送　　　　　　　 　 ３６０通
3 月26 日　　　2年生・3年生・4年生ガイダンスにて会費振込依頼　　　　　  

（永年会員　計１名）

新規永年会員（８通）、年会費納入会員（５６通）

３３　　事事業業・・経経済済交交流流委委員員会会

　　１）　令和5年  6月24日（土）　　就職支援企画開催（天白キャンパス）

OB・OGの所属する企業、業務内容の説明＋質疑応答

　　２）　令和5年11月11日（土）　第26回建築同窓会情報交流会開催（天白キャンパス）

(出席者：会員21名+招待者11名+学生3名　計35名程度)

４４　　会会報報・・名名簿簿・・II  TT委委員員会会

　　１）　建築同窓会会報（１５1号ーA４版）を１，７００部発行。　　
　　２）　卒業生・在校生用に建築学科に会報を７００部寄贈。
　　３）　郵送希望会員、会費納入者に会報・イヤーブックを郵送。
　　　　　　２９回生（S57卒）、３４回生（S62卒）含む。
　　４）　名簿の追加、訂正。
　　5）　ホームページの更新。

５５　　組組織織委委員員会会

　　１）メール交換、ＷＥＢ会議、書面採決などを含め、役員会・総会等を開催した支部に対して
　　　　活動支援金を支出しました。

見学会：5月28日（日）／兵庫県舞子公園周辺（神戸）

通常総会：5月28日（日）／シーサイドホテル　舞子ビラ神戸

      ※本総会で、関西支部としては一旦解散し、任意団体「MJ友の会」として再出発

　　　・中国支部　　役員会 開催　　

通常総会：5月27日（金）／せとうち料理 ざっそうあん せと

      ・岐阜県支部  役員会開催
通常総会：6月29日（木）／岐阜キャッスルイン

      ・関西支部    役員会 開催

令令和和５５年年度度事事業業報報告告

　　１）　会費振込依頼

　　２）　 令和5年9月22日　　　　同窓会費重複者に会費返納

　　３）　 会費納入のお礼状を発送

会費納入学生会員・保護者様・卒業生 （８８通）



 名城大学建築同窓会会則 
 
第１章 総  則 
 
（名称） 
第 1 条  本会は名城大学建築同窓会と称する。 
（事務所） 
第 2 条  本会の事務所は名城大学理工学部建築学科内に置く。 
（支部） 
第 3 条  1. 本会は役員会の承認を得て原則として地域単位とする支部を設置することができる。 
      2. 支部細則は必要に応じ役員会の議決を経て設けることができる。 
（目的） 
第 ４ 条  本会は会員相互の親睦を図ると共に地域社会への貢献、文化の振興を図り名城大学及び名城大学建築     
学科の隆盛発展に寄与することを目的とする。 
（事業） 
第 ５ 条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
      1. 会員名簿の整備 
      2. ホームページに会報に準ずる情報の掲載 
      3. 懇親会、見学会、講演会及び研究会等の開催。 
      4. 学生会員に対する援助 
      5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。 
 
第 2 章 会  員 
 
（組織） 
第 6 条  本会は会員、特別会員、名誉会員を以て組織する。 
（会員の資格） 
第７条   本会会員となる資格は次の各項の定めるところによる。 
      1. 会  員 （1）名古屋専門学校応用物理建築分科卒業生。 
 （2）名城大学理工学部建設工学科建築分科卒業生。 
 （3）名城大学理工学部建築学科卒業生。 
 （4）名城大学大学院工学研究科建築学専攻修了生。 
 （5）名城大学大学院理工学研究科建築学専攻修了生。 
             （6）前（1）〜（5）項に籍を置く者で役員会で承認した者は会員に準ずる。 
      2. 名誉会員 本会に功労のあるもので総会の承認するもの。 
      3. 学生会員 前 1 項の（3）、（4）在籍者。 
      4. 特別会員 名城大学理工学部建築学科の教職員。 
      5. 賛助会員 個人または団体で本会の事業を賛助するもので評議員会の承認を得たもの。 
（会費） 
第 8 条  1. 年会費は 3,000 円とする。納入した会費は返却しない。 
      2.  60 才以上の会員が永年会費 30,000 円を納入した場合は、以降の年会費を免除する。 
      3.  学生会員は、卒業後 5 年迄の会費 10,000 円を納入する。 
 
第 3 章 総  会 
 
（総会の召集） 
第 9 条  1. 通常総会は毎年 1 回事業年度修了後 3 ヵ月以内に会長が召集する。 
      2. 臨時総会は評議員会または役員会で必要と認めたとき会長が召集する。 
（総会の通知） 
第 10 条   総会の召集はその 2 週間前までに日時・場所を示した文書、又は校友会会報をもって会員及び名誉

会員に通知しなければならない。 
（総会の議決事項） 
第 11 条 総会では次の事項を議決する。 
      1. 事業報告、収支予算ならびに財産目録の承認に関する事項。 
      2. 事業計画及び予算に関する事項。 
      3. 重要な財産の取得、処分に関する事項。 
      4. 評議員会、役員会で必要と認めた事項。 
      5. 評議員会における選出役員を承認する事項。 

１１　　総総務務委委員員会会

　　１）学内行事並びに学位記授与式には学生会員に対して支援を実施。

　　２）会議の開催

・通常総会開催 令和６年６月９日（日）午前９時３０分～１０時２０分
天白キャンパス共通講義棟南館　　S５０４教室

・役 員 会 開催 役員会を随時開催するほか、WEB活用・メール連絡にて役員間の

連携強化を図る。

・評議員会開催

・正副会長会議 必要に応じWEB・書面にて連絡・調整を図ることとする。

　　３）学内各行事への協力のため、同窓会と学内の連絡・調整を図り学内活動での連携を強化する。

・先生方との連絡体制を一層強化し、役員会対応の迅速化を図る。

　　４）慶弔に関する事務

２２　　財財政政委委員員会会

　　１）前年に引き続きガイダンスにて学生会員へ会費の納入をお願いする。

　　２）同窓会として会費の納入と共に１年生にプライバシーポリシーによる学生の名簿も充実する

　　　　取り組みをする。

　　３）会員への年会費納入案内を発送する。

　　　　６０歳以上の会員の方に永年会費のご案内並びに納入をお願いする。

　　４）学生会員・保護者様へ会費納入案内を発送する。

　　５）卒業生（令和5年度）へ会費納入案内を発送する。

　　６）会費納入会員へ礼状ハガキを発送する。

　　７）財政委員会を年2回程度、開催する。

３３　　事事業業・・経経済済交交流流委委員員会会

　　１）名城大学天白キャンパスにて就職支援等の企画を開催予定。

　　２）令和6年11月 9日（土）に情報交流会開催を予定

４４　　会会報報・・名名簿簿・・II  TT委委員員会会

　　１）郵送希望会員、会費納入者にイヤーブックを郵送。

　　　 　　2９回生(S57卒) 、3４回生(S62卒)含む。

　　２）名簿の追加、訂正。

　　３）ホームページの更新。

５５　　組組織織委委員員会会

　　１）ＷＥＢ会議、書面採決なども含め、役員会・総会等を開催した支部に対して活動支援金を支出。

　　２）状況に応じて開催される各支部の総会へ参加。

・中 国 支 部　…　通常総会：開催予定
・岐阜県支部　…　通常総会：開催予定

　　３）必要に応じて、各地域での活動へ参加。

　　４）メール交換等も含め、必要に応じて各支部及び委員会内での意見交換・連絡調整。

　　５）同窓会の各行事へ参加。

令令和和６６年年度度事事業業計計画画



（評議員） 
第 20 条   1. 本会は会員の卒業年度の代表として評議員を選出する。 
      2. 評議員は評議員の推薦による、又は各期会員の中から選出する。 
（評議員の任期） 
第 21 条   1. 評議員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 
      2. 評議員が欠けた場合の補充評議員の任期は前任者の残任期間とする。 
（評議員会） 
第 22 条   1. 評議員会は役員及び各期評議員で構成し会長が必要と認めた場合に会長がこれを招集する。 
（評議員会の開催） 
第 23 条   1. 評議員会は定例評議員会と臨時評議員会とする。 
      2. 定例評議員会は、毎年総会の 1 箇月前とする。 
      3. 臨時評議員会は役員会で必要と認めたとき、または評議員の 3 分の 1 以上の要請があったときに開

催する。 
      4. 評議員会の招集は議案を付して 10 日前までに通知しなければならない。 
（評議員の議決） 
第 24 条   1. 評議員会においての議事の議決は総会に準ずる。 
（評議員の審議事項） 
第 25 条   1. 評議員会の審議事項は、次の各号に定めるところによる。 
      2. 総会の付議事項に関すること。 
      3. 役員選出に関すること。 
      4. その他必要と認める重要事項。 
 
第 6 章 資産及び会計 
（基本資産） 
第 26 条  基本資産は会費、寄付金及び助成金でこれを構成する。 
（経費の支弁） 
第 27 条  本会の経費は基本資産ならびに事業から生ずる収入でこれを支弁する。 
（事業年度） 
第 28 条  本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 
（特別会計） 
第 29 条  本会に特別会計を設けることができる。 
 
第 7 章 雑  則 
 
第 30 条  本会則は総会の議決によって変更することができる。 
第 31 条  本会は会務運営及び第 5 条の事業遂行のために必要な委員会及び部会を設けることができる。 
 
附  則 
（1） 本会則は、昭和 38 年 9 月 22 日より施行する。 
（2） 昭和 45 年 9 月 14 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（3） 昭和 51 年 8 月 7 日会則一部改正施行する。 
（4） 昭和 57 年 9 月 12 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（5） 昭和 60 年 9 月 8 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（6） 平成元年 9 月 17 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（7） 平成 5 年 9 月 18 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（8） 平成 6 年 9 月 25 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（9） 平成 7 年 9 月 24 日会則一部改正施行する。 
（10）平成 8 年 9 月 21 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（11）平成 10 年 9 月 20 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（12）平成 12 年 10 月 1 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（13）平成 13 年 9 月 30 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（14）平成 18 年 9 月 10 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（15）平成 19 年 9 月 30 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（16）平成 20 年 9 月 28 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（17）平成 23 年 6 月 19 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（18）平成 28 年 6 月 12 日会則一部改正及び訂正施行する。 
（19）令和 6 年 6 月 9 日会則一部改正及び訂正施行する。 

（総会の議決） 
第 12 条   1. 総会の議事は出席会員の過半数の同意で成立する。 
      2. 議事の議決同意が可否同数の時は議長が決める。 
      3. 総会の議長は出席会員の中から選任する。 
（議事録） 
第 13 条   1. 議長は総会の議事について議事録を作らなければならない。 
      2. 議長は議事録署名人を出席会員の中から選任する。 
 
第 4 章 役員及び会議 
（役員） 
第 14 条   1.本会には次の役員を置く。 
      （1）名誉会長  1 名   （7）常任幹事  若干名 
      （2）会  長  1 名   （8）委員長  専門委員会 
      （3）副会長  6 名以内 （9）会  計  1 名（補佐 1 名） 
      （4）監  事  2 名 
      （5）支部長  各支部 1 名 
      （6）学内幹事  若干名 
       2.本会には相談役及び参与を置くことができる。 
        相談役は役員会に諮って会長が推薦する。 
        参与は本会の役員であった者の中から会長が推薦する。 
        相談役、参与は本会の諮問に応ずる。 
（役員の選出） 
第 15 条   1. 会長、副会長、会計、監事は評議員会の推薦により選出する。 
      2. 名誉会長は建築学科長がこれにあたる。 
      3. 支部長は支部を構成する正会員の中から選出する。 
      4. 学内幹事は学内の会員及び特別会員の中から互選により選出する。 
      5. 常任幹事は会長の推薦により会員の中から選出する。 
（役員の職務） 
第 16 条   1. 会長は本会を代表し会務を総理し評議員会役員会等の議長となる。 
      2. 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代理する。 
      3. 支部長は支部を代表し支部の会務を掌理する。 
      4. 学内幹事は学科内の意見を集約し会との疎通を図る。 
      5. 常任幹事は会長の補佐として各事業を援助する。 
      6. 委員長は各専門委員会を代表し、委員会の会務を掌理する。 
      7. 会計は本会の会計事務を行う。 
      8. 監事は年 1 回以上本会の事業及び会計監査を行いその結果を総会に報告する。 
（役員の任期） 
第 17 条   1. 役員の任期は 2 年とする。 
      2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 
      3. 役員は再任を妨げない。 
      4. 役員は任期中に退任しようとするときは評議員会の承認を必要とする。 
（役員会） 
第 18 条   1. 役員会は本会の運営を円滑にするための執行機関である。 
      2. 役員会は名誉会長、会長、副会長、監事、各支部長、常任幹事、学内幹事、 
        各委員長会計、会計補佐によって構成する。尚 相談役、参与については会長が必要に応じ出席を  

求める。 
      3. 役員会は役員の過半数の出席をもって会議が成立し、出席者の過半数の同意がなければ議決するこ

とができない。尚出席出来ない時は委任状を議長宛に提出し、議決権を行使することが出来る。 
（専門委員会） 
第 19 条  1. 専門委員会は第 4 条の目的と第 5 条の事業を円滑に達成するために評議員及び 
       会員の中から若干名を選出し、これを構成する。 
      2. 専門委員会は次による。 
       （1）総務委員会     （5）組織委員会 
       （2）財政委員会     （6）その他必要となる委員会 
       （3）事業・経済交流委員会 
       （4）会報・名簿・IT 委員会 
 
第 5 章 評議員及び評議員会 




